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衆
議
院
議
員
浅
野
貴
博
君
提
出
海
洋
資
源
生
物
の
保
存
に
対
す
る
政
府
の
見
解
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
三
に
つ
い
て

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
五
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
書
類
（
以

下
「
積
出
証
明
書
」
と
い
う
。
）
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
貨
物
税
関
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
側
と

も
協
力
し
つ
つ
、
そ
の
真
偽
の
確
認
を
行
っ
て
お
り
、
今
後
と
も
引
き
続
き
、
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
の
適
切
な
運
用
に
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
な
確
認
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
側
と
の
協
力
及
び
同
法
の
適
切
な
運
用

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
、
四
及
び
五
に
つ
い
て

貨
物
税
関
申
告
書
の
み
を
積
出
証
明
書
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
漁
船
が
韓
国
に
向
か
う
事
態
が

生
じ
た
、ロ
シ
ア
連
邦
の
水
産
物
を
運
搬
す
る
第
三
国
の
船
籍
を
持
つ
船
が
大
幅
に
増
え
た
等
の
御
指
摘
の
よ
う
な
事
実
は
、

承
知
し
て
い
な
い
。


